
令和4年3月2日
賃上げの実施表明の加点措置に関するご質問について 中国地方整備局港湾空港部

質問分類 ご質問内容 ご質問への回答

提出書類
（表明用）

当社は暦年での表明を考えているが、暦年の場合
の表明期間は「契約を行う予定の年以降の暦年」と
なっており、令和5年1月に契約する案件の場合は令
和6年が対象となるのか。

暦年で表明される場合、令和５年１月に契約する
案件の評価対象期間は令和５年となります。
詳細は、以下の国交省HPに掲載の令和４年２月８
日付の運用等の事務連絡の別添図（賃上げ表明
書の評価（加点）を実施する適用期間について）を
ご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/tec/tec_fr_000101.html

提出書類
（表明用）

対象年の件について
『令和3年12月24付けの通知文書』の2ページ　２評
価項目（2）に記載の文章　と　従業員への表明書記
載の期間　のどちらが優先されますか？
どちらも合致させるには、公告時期によっては2年継
続して実施となります。

ご質問の暦年で申請される場合、契約を行う予定
の年（暦年）を賃上げ表明の期間に設定していただ
き、設定した年の前年と対比するかたちで賃上げ
の実施を確認することなります。詳細は個別の工
事・業務の入札説明書等をご確認下さい。

提出書類
（表明用）

「従業員への賃金引上げ計画の表明書」ですが、暦
年を選択した場合、書類の日付は「令和4 年1 月」
の日付にするべきでしょうか。4 月等の日付にした場
合、暦年を選択した場合はずれが生じてくると思い
ます。

表明書を作成された日付、従業員代表等が確認さ
れた日付で作成していただければ結構です。

提出書類
（表明用）

表明書について、企業における賃上げ方針の決定
は取締役会を経て正式決定する。既に手続きが始
まっている案件は正式な手続きが間に合わないが
問題ないのか。

企業の代表者が表明し、従業員の代表者が確認し
た表明書であれば問題ありません。

提出書類
（表明用）

表明書の有効期間について、来年２０２３年１月から
３月に公告される案件に応募する場合、今年度に事
業年度で応募した場合の表明書で応募が可能か。

契約の予定年度、申請者の事業年度の期間により
対象となる期間が異なりますので詳細は、以下の
国交省HPに掲載の令和４年２月８日付の運用等の
事務連絡の別添図（賃上げ表明書の評価（加点）
を実施する適用期間について）をご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/tec/tec_fr_000101.html

提出書類
（表明用）

JV の場合の加点の取扱については、どのようにお
考えでしょうか 。

JVの場合は、JV構成企業全てが賃上げ表明書を
提出して頂く必要があります。

提出書類
（表明用）

賃上げの表明書の提出先は、契約担当官等宛です
か？

そのとおりです。詳細は個別工事、業務の入札説
明書等をご参照下さい。

標記について寄せられたご質問につきまして、現時点で当部にて回答可能なものについてまとめております。
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提出書類
（確認用）

賃上げ実績の確認として法人事業概況説明書等の
提出を行うことになりますが、表明書を提出したにも
関わらず、落札工事がない場合も法人事業概況説
明書の提出は必要でしょうか。

表明書の提出により加点を受け、落札に至らない
場合は法人事業概況説明書の提出は必要ありま
せん。

提出書類
（確認用）

賃上げ実績として「法人事業概況説明書」や「給与
所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出す
るとありますが、定年退職者や新卒者の採用等が
あった場合、中小企業1.5％以上の証明が難しいよ
うに感じます。
「税理士又は公認会計士等の第三者により同等の
賃上げ実績を確認できる書類でも良い」とあります
が、どういった書類を想定すればよろしいでしょう
か。

賃上げの実績を確認できる客観的な証拠書類等と
ともに、実質的に加点基準を上回っていることにつ
いて、税理士等が署名等とともに記した書類となり
ます。
詳細は、以下の国交省HPに掲載の令和４年２月８
日付の運用等の事務連絡をご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/tec/tec_fr_000101.html

提出書類
（確認用）

財務省の通達によれば、「法人事業概況説明書」や
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」など
で賃上げ実態が確認できない場合であっても、税理
士または公認会計士等の第三者により賃上げの実
績を確認できる書類が提出されればそれで代用でき
るとの規定が設けられていると伺いました。
第三者による賃上げ実績が確認できる書類とはど
のようなものか。

賃上げの実績を確認することができる客観的な証
拠書類等とともに、実質的に加点基準を上回って
いることについて、税理士等が署名等とともに記し
た書類を想定しています。
詳細は、以下の国交省HPに掲載の令和４年２月８
日付の運用等の事務連絡をご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/tec/tec_fr_000101.html

提出書類
（確認用）

事業年度単位で賃上げを表明した場合の確認資料
として「法人事業概況説明書」が記載されております
が、弊社は連結法人であるため、「会社事業概況
書」を所轄の税務署に提出しており、記載の「法人
事業概況説明書」は提出しておりません。
「会社事業概況書」は期末の人員数の記載はありま
すが、従業員給与等を記載する欄は無く、今回の賃
上げを確認出来るデータは記載されておりません。
　連結法人で事業年度単位で賃上げを表明した場
合の確認資料についてご教示ください。

本省通達の４　賃上げ実績の確認、「※２ 契約担
当官等は、上記書類により賃上げ実績が確認でき
ない場合であっても、税理士又は公認会計士等の
第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確
認することができる書類であると認められる書類等
が提出された場合には、当該書類をもって上記書
類に代えることができる。」の規定により対応下さ
い。
詳細は、以下の国交省HPに掲載の令和４年２月８
日付の運用等の事務連絡をご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/tec/tec_fr_000101.html

制度の継続

賃上げ加点評価の今後の見通しについて今回の措
置 は、 2年は継続するものと推察しますが、それ以
降の 見通し（いつまで、また、賃上げ額）について、
現時点での方針が決まっていればご教示いただき
たい。

財務省の通達に基づく制度であり、期限を設定して
の措置ではありません。

賃上げの評
価手法

給与総額を中小企業1.5％以上増加させるという趣
旨のため、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書
合計表」の「支払金額」の差額が1.5％以上あればよ
いという考え方ではだめでしょうか。

中小企業等において、暦年単位での賃上げを表明
した場合は、貴社ご質問の考え方で問題ありませ
んが、事業年度単位での賃上げを表明した場合
は、「法人事業概況説明書」の「「10 主要科目」のう
ち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合
計額」の比較となります。
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複数年契約
の場合の評

価

国債による複数年契約の案件で加点評価を受け受
注した場合の賃上げの対象年度、中間年度の賃上
げの扱いについて教えていただきたい。

複数年契約の場合も、賃上げの評価の基準は初
年度とその前年度で比較となります。中間年度に
ついては、その契約では評価されませんが、他の
案件に応募される場合は評価対象となります。

ペナルティ

賃上げ基準が達成できなかった場合の減点の対象
は、応募した整備局のみが対象となるのか。

加点を受けて落札した応募者が賃上げ基準を達成
できなかった場合、財務省で集約して全省庁に共
有され、総合評価による政府調達全てでペナル
ティが行われます。

ペナルティ

ＪＶの場合について、１者でも減点対象者が含まれ
る場合は、減点されるのか？

JVの減点については、構成員に減点対象者が１者
でもいる場合は構成員全てが減点となります。

ペナルティ

賃上げ基準に達していない場合、減点処置が行わ
れますが、そうした処置のほかにペナルティーはあ
りますか。

賃上げ基準に達していない場合のペナルティにつ
いては、総合評価における減点のみです。

ペナルティ

「賃上げ基準に達し なかった 者」および「 本制度の
趣旨を意図的に逸脱している者 」 は一般に公表さ
れるのか ？
また、 もしも一般に公表されないとした場合は、 そ
の者が「 自社は 賃上げ基準に達しなかった」 などと
言わない限り 、他者はその事実に気づかず、 その
達しなかった者を含む共同企業体（ＪＶ）を組んでし
まって入札に応募し 、総合評価 の開札において 当
該ＪＶとして ペナルティを受けてしまう（たとえば「―
６点」 などのマイナス加算点 ） 事態が 考えられうる
が 、賃上げ基準を達成した（している）者としては こ
のような リ スク はどのように回避すればよいという
ことになるのか？

　「賃上げ基準に達しなかった者」および「本制度の
趣旨を意図的に逸脱している者」は一般には公表
されません。
　JVを組む際は賃上げ評価に関する状況及び今
後の賃上げの予定について構成企業に確認してい
ただき、リスク回避願います。

ペナルティ

賃上げが達成できなかった場合の減点の時期がそ
の後の応札の際に重要となるが、判明してから減点
までのタイムラグはどうなるのか。

賃上げの基準に達していないことが判明した場合、
4半期毎に財務省に集約され、各省庁で共有して
ペナルティを科すこととなるため、３ヶ月程度のタイ
ムラグが考えられます。

ペナルティ

賃上げ実施結果の確認について
『令和3年12月24付けの通知文書』の３ページ
５賃上げ基準に達しない者について　2行目の本制
度の趣旨を意図的に逸脱している場合とは具体的
にどういったことでしょうか？例を示して頂けません
でしょうか？

説明会でも補足させて頂いた、「複数年契約の案
件で初年度のみ賃上げし、後年度に賃下げするな
ど本制度の趣旨に反する行為」や、「役員報酬を上
げるのみとなっているなど、実態として従業員の賃
上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満
足するために恣意的な評価方法を採用すること」、
「賃上げを表明した期間の開始前の一定期間にお
いて賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期
間の賃上げ率の嵩上げを図ること」を想定していま
す。
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労務費単価

賃金アップの原資となる人件費単価アップの見通し
ついて来期の人件費 アップの計画を立てる際の基
本となる、技術者単価のアップ率についてその方向
性をご教示いただきたい。
企業が翌年の人件費を定めるにあたっては、利益
計画の立案が不可欠であり、その利益計画の立案
にあたっては、来年度の受託額の想定のために人
件費単価額が必要である。

令和４年２月１８日付けで令和４年３月から適用の
公共工事設計労務単価、設計業務委託等技術者
単価が公表されました。
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/0014
64445.pdf
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/0014
64512.pdf

最低制限価
格

総合評価落札方式における最低制限価格の見直し
の可能性について前問と連動するが、人件費をアッ
プするためには、企業としての受託額の増大が不可
欠である。このためには、最低制限価格の見直しが
極めて効果的と考えるが、 現時点における見直し
の可能性についてご教示いただきたい。

令和４年２月２４日付けで令和４年度から適用の工
事における低入札価格調査基準の計算式の改定
が公表されました。
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/0014
65296.pdf

積算基準

労務費の見直しについては話が合ったが、一般管
理費の率に関して積算基準の見直しを行う動きはあ
るのか。

積算基準の見直しについては、本省で行われます
が、現時点で見直し内容に関する情報はありませ
ん。

２／８事務連
絡の別紙１

１．（２）の具体的な場合の例
②各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員
のみの基本給や所定内賃金などにより評価すること
も可能
・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令
和６年４月からの適用に対応するため、計画的に超
過勤務を減らしている場合については、超過勤務手
当等が除かれたもので給与総額等を評価する。
↓
計画的に超過勤務を減らしている場合を証明するも
のは何が必要になるのでしょうか。
税理士又は公認会計士等の証明だけでよろしいの
でしょうか。
それとも、超過勤務を減らしている事がわかる、２年
分の36協定の
写しのような数値を証明できる物が必要なのでしょう
か。

計画的に超過勤務を減らしていることを踏まえて、
超過勤務手当等が除かれた給与総額等により賃
上げの実績を確認できる客観的な証拠書類等とと
もに、実質的に加点基準を上回っていることについ
て、税理士等が署名等とともに記した書類の提出
が必要です。

２／８事務連
絡の別紙１

１．（２）の具体的な場合の例
②各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員
のみの基本給や所定内賃金などにより評価すること
も可能
・定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者
が除かれたもので給与総額等を評価する。
↓
上記の給与水準が変わる者とは、過去（前年度）の
給与水準が変わる者も除外の対象者と考えてもよろ
しいのでしょうか。
（今年度と前年度を比較する場合）

各企業の実情を踏まえて、評価することが可能で
す。
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２／８事務連
絡の別紙１

１．（２）の具体的な場合の例
②各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員
のみの基本給や所定内賃金などにより評価すること
も可能
・定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者
が除かれたもので給与総額等を評価する。
↓
ここ数年間、年度ごとで契約をしている雇用契約社
員は対象となるのでしょうか。それとも除外してもよ
ろしいのでしょうか。
各社の判断になるのでしょうか。

各企業の実情を踏まえて、評価することが可能で
す。
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